
京都市職員給与条例の一部を改正する条例（令和３年１１月３０日京都市条例第   号）

（行財政局人事部給与課） 

１ 本市人事委員会からの勧告等を踏まえ，職員の期末手当の支給割合の限度を次のと

おり改定することとしました。 

  ⑴ 再任用職員以外の職員 

区   分 改   正   前 改   正   後 

令和３年度１２

月支給分 １００分の１２７．５（管理又

は監督の地位にある職員で任

命権者が定めるものにあって

は，１００分の１０７．５） 

１００分の１１２．５（管理又

は監督の地位にある職員で任

命権者が定めるものにあって

は，１００分の９２．５） 

令和４年度以後

支給分 

１００分の１２０（管理又は監

督の地位にある職員で任命権

者が定めるものにあっては，１

００分の１００） 

⑵ 再任用職員 

区   分 改   正   前 改   正   後 

令和３年度１２

月支給分 １００分の７２．５（管理又は

監督の地位にある職員で任命

権者が定めるものにあっては，

１００分の６２．５） 

１００分の６２．５（管理又は

監督の地位にある職員で任命

権者が定めるものにあっては，

１００分の５２．５） 

令和４年度以後

支給分 

１００分の６７．５（管理又は

監督の地位にある職員で任命

権者が定めるものにあっては，

１００分の５７．５） 

２ その他の規定整備 

新型インフルエンザ等対策措置法の一部改正に伴い，規定を整備することとしまし

た。 

上記の改正のうち，令和３年１２月に支給する期末手当に係る部分については令和３

年１２月１日から，令和４年度以後に支給する期末手当に係る部分については令和４年

２０



４月１日から，その他の規定整備については公布の日から実施することとしました。 

    

 

 

 

 



 京都市職員給与条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年１１月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

京都市職員給与条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に，「１００

分の１０７．５」を「１００分の９２．５」に改め，同条第３項中「１００分の１２７．

５」を「１００分の１１２．５」に，「１００分の７２．５」を「１００分の６２．５」

に，「１００分の１０７．５」を「１００分の９２．５」に,「１００分の６２．５」を

「１００分の５２．５」に改める。 

  附則第１３項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２第１項に規定

する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロ

ナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に，中華人民共和国から世界保健機関に

対して，人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。）」に改める。 

第２条 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に，「１００分の

９２．５」を「１００分の１００」に改め，同条第３項中「１００分の１１２．５」を

「１００分の１２０」に，「１００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に，「１０

０分の９２．５」を「１００分の１００」に，「１００分の５２．５」を「１００分の

５７．５」に改める。  

   附 則 

 この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中附則第１３項の改正規定 この条例の公布の日 

⑵ 第１条の規定（附則第１３項の改正規定を除く。） 令和３年１２月１日 

⑶ 第２条の規定 令和４年４月１日 

（行財政局人事部給与課） 

２０


